機密性○情報		○○限り
（別記様式11）

と殺指示書

番　　　号
年　月　日

○○　殿

○○家畜保健衛生所
所長○○

あなたが所有する（管理する）次の豚等は、豚熱の患畜（疑似患畜）と判定されたので、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「法」という。）第16条第１項の規定に基づき、下記によりと殺することを指示する。
なお、迅速かつ適切なと殺の実施が困難である場合には、法第16条第３項の規定に基づき、この指示に代えて、家畜防疫員がと殺を実施する。

豚等の所在する場所

豚等の種類、頭数及び耳標番号

記

１．と殺を行う場所

２．と殺の方法

３．その他

（備考）
１．この指示については、行政不服審査法（平成26年法律第68号）による審査請求をすることはできません。
２．この指示に違反した場合には、３年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
３．この指示によりと殺された豚等については、法第58条第１項及び第２項の規定により手当金及び特別手当金が交付されます。
ただし、本病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったと認められる者等に対しては、手当金若しくは特別手当金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した手当金若しくは特別手当金の全部又は一部を返還させることがあります。

